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・税務代理権限証書(贈与税）の作成機能の追加

・税務代理権限証書 コピー機能の追加

・遺産分割協議書 債務印刷の改善 他
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相続・贈与税顧問

画面や内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

2009.1作成

Ver.H20.2

Ver.H20.2での機能アップ内容
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贈与税用に、税務代理権限証書・添付書面を作成する機能を追加しました。

税務代理権限証書（贈与税）作成機能の追加

【オプション】【印刷情報登録】【税務
代理権限証書】の「提出年月日の
「日」を＜印刷しない＞」に設定して
いる場合は、提出年月日の「日」は
印刷されません。（相続税の税務代
理権限証書と共通の設定）

申告年が平成20年の申告書
について税務代理権限証書を
作成することができます。
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税務代理権限証書 コピー機能の追加

税務代理権限証書・添付書面の作成で、起動中の案件で直前に起動した税務代理権限
証書・添付書面より、任意の項目をコピーする機能を追加しました。

上書項目で項目コピーを行う
場合は、入力チェックボックス
をオンにし、カーソルを緑色の
入力項目に移動してから【項
目コピー】をクリックします。

相続税で作成した税務代理権限証書を贈与税で作成中の税務代理権限証書（または、贈与税で作成した税務代理権限
証書を相続税）へコピーすることは、できません。
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遺産分割協議書 債務印刷の改善

相続税 第１３表 で１つの債務を複数人で負担するためにグループの設定をして、２人
目以降の細目、氏名又は名称、住所又は所在地を省略している場合の、遺産分割協議
書の印刷方法を選択できるようになりました。

２人目以降の氏名や住所などを
空白や「〃」を入力している場合
などに、１人目と同じ内容を遺
産分割協議書に印刷することが
できます。


